
第三次富士市都市計画マスタープラン策定に係る策定体制等について 

 

■ 策定体制 

 都市計画マスタープランの策定においては、学識経験者や各種団体、公募市民から構成される市民

懇話会のほか、地域別懇話会を設置するなど可能な限り市民の声を反映できる体制を整えている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ これまでの会議開催状況等 

 令和３年度から会議開催等により検討作業を進め、これまでに市民懇話会２回、地域別懇話会 6 回

（6 ブロック×各 1 回）、まちなか懇話会 1 回（2 地区合同）、庁内検討委員会 4 回を開催している。 

 

 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 

市民懇話会    ➊ ➋    ➂   ➃    ➄  

まちなか懇話会      ➊ ➁  ➂   ➃   

地域別懇話会       ➊ ➁ ➂   ➃   

庁内検討委員会   ➊   ➋  ➌ ➍     ➄   ➅    ➆  

市議会・都市計画審議会等 都    議  都   都 議  都 

庁内検討委員会 

総務、福祉、環境、 

産業交流、建設 等 

市関係課職員(15 名) 

市民懇話会 

・公募登録市民 

・学識経験者 

・各種団体 

 市民・福祉・産業・交通等 

（15 名程度） 

地域別懇話会 

中部・東部・北部・南部・ 

西部・北西部のブロック毎で

設置 

(各ブロック 16〜20 名程度) 

・地区まちづくり協議会 

・町内会連合会 等 

まちなか懇話会 

富士駅周辺、 

吉原中央駅・吉原本町駅周

辺地区で設置 

（各地区 15 名程度） 

・商店街関係者 

・関係団体 等 

事務局（都市計画課） 庁外関係機関 
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主にまちなかまちづくり構想を検討 計画全体を検討 主に地域別構想を検討

各種会議からの意見を反映した計画案の作成 

原案等の提出 修正指示等

富士市民 

情報公開・意見聴取
意向調査等 

ヒアリング協議・調整 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 

これまで 今後の予定 

地域別説明会 

議…市議会 都…都市計画審議会 

《 策定体制のイメージ 》


